
議案第65号 

 

逗子市コミュニティセンター条例の一部改正について 

 

逗子市コミュニティセンター条例の一部を次のように改正する。 

 

平成30年11月２日提出 

 

                          逗子市長 平 井 竜 一 

 

逗子市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

逗子市コミュニティセンター条例（平成26年逗子市条例第36号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項中「午後９時まで」を「午後５時まで」に改める。 

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

逗子市コミュニティセンターの開館時間の変更により経費の削減等を図ることに伴い、

改正の要あるため提案する。 


